
1 

 

豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業説明書（プロポーザル実施要領） 

 
１ 業務概要 

 (1) 業務名 

豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業 

 (2) 業務目的 

リース契約により公共施設のＬＥＤ化を推進し、電力需要を抑制するととも

に、環境負荷の軽減に寄与するため。 

 (3) 業務内容 

ア 事業達成のために必要な現地調査・設計業務 等 

イ 器具及び設置に必要な付属品一式の調達・取替等工事 

ウ 既存設備の撤去・運搬・廃棄処分 

エ 施工管理及び進捗管理業務 

オ 取替工事完成図書作成業務（J クレジット化に必要な資料を含む） 

カ 既設照明の電力契約の把握とＬＥＤ化に伴う契約変更申請 

キ 器具及び設置に必要な付属品一式の賃貸借 

ク 取り替えたＬＥＤ照明の保守、交換等の維持管理   

ケ 賃貸借契約期間終了後の賃貸借対象の所有権移転業務 

 (4) 業務場所 

    豊川市内各施設（別紙１「対象施設一覧表」を参照） 

 (5) 業務期間 

契約締結日の翌日から令和２１年３月３１日まで 

  ア 準備期間（調査・設計、ＬＥＤ設置期間） 

 契約締結日の翌日から令和１１年３月中旬まで。 

イ 令和９年度より順次１０年間（１２０ヶ月）の賃貸借を開始する。 

ウ 賃貸借期間終了後は、設置した設備を市へ無償譲渡する。 

 (6) 予算概要 

  １，７６９，３８９，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

上記の額は、債務負担行為における限度額であり、本市がこの金額で契約する

ことを約束するものではない。なお、予算が成立しなかった場合は、選定された

内容は無効とする。 

【年度別予定金額】 

令和 ９年度……４４，５２１，０００円以内 

令和１０年度…１３３，８９２，０００円以内 

令和１１年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１２年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１３年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１４年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１５年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１６年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１７年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１８年度…１７６，９３８，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和１９年度…１３２，４２０，０００円以内（うち企業会計 １，０８２，０００円以内） 

令和２０年度… ４３，０５２，０００円以内（うち企業会計 １，０８５，０００円以内） 

合計・・ １，７６９，３８９，０００円以内（うち企業会計１０，８２３，０００円以内） 

                        （※企業会計は別で契約を締結） 
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 (7) 提案書提出者に要求される資格要件、技術者の資格要件等 

下記３のとおり。 

 

２ プロポーザル方式 

(1) 実施方法 

公募型プロポーザル方式とする。 

 (2) 実施理由 

公募型プロポーザル方式により事業者を広く募集することで、事業者から優れ

たノウハウを生かした提案を受け、最も優れている提案者に実施させることが市

にとっても有益であるため。 

 

３ 参加資格（提案書提出者に要求する資格） 

(1) 「豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業仕様書」に基づく業務を行うことがで 

きること。 

(2) 本プロポーザルに参加できる者は、単体又は複数の企業共同体（以下「共同 

体」という。）とする。リース役割、調査・設計役割、施工役割の各役割を設定

し、役割を兼ねることを可とする。なお、１参加企業につき１申請とする（重

複での参加は不可）。 

(3) 令和８・９年度の豊川市入札参加資格において、単体の場合又は共同体の場合 

の構成員の代表については、「（業務）役務の提供等」のうち「（営業種目）リー 

ス・レンタル（※１）」の資格を申請していること。共同体の場合のリース役割 

以外の構成員については、「電気工事業」又は「設計」（※２）の資格を申請して 

いること。申請していない場合は、申請可能となる令和８年４月１日以降に速や 

かに申請すること（下請けの場合は、入札参加資格不要）。 

   ※１ 申請先：あいち電子調達共同システム（物品） 

   ※２ 申請先：あいち電子調達共同システム（ＣＡＬＳ/ＥＣ） 

(4) 豊川市の指名停止措置要綱による指名停止処分又はこれに準ずる措置を受けて 

いないこと。 

(5) 豊川市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱に基づく排除       

措置を受けていないこと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申し    

立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始 

の申し立てがなされていないこと。 

(7) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(8) ＬＥＤ照明設備設置の業務に必要な資格を有すること。 

(9) 契約締結までに参加資格を有しなくなった場合は、その時点で参加資格を失う 

ものとする。 

 

４ 説明書等の配布 

 (1) 配布期間 

    令和８年２月２０日（金）から令和８年３月１３日（金）まで 

    豊川市ホームページ上に掲載する。 

 (2) 配布するもの 

ア 豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業説明書（プロポーザル実施要領） 

イ 豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業仕様書（別表含む） 

ウ 提案書作成要領 
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エ 提出書類一式（様式第１号～５号）※ケ 様式第６号の１、６号の２ 

オ 対象施設一覧表（別紙１） 

カ 事業スケジュール（別紙２） 

キ 提案書提出者を選定するための基準（別紙３）  

ク 受託候補者を特定するための評価基準（別紙４） 

ケ 既存照明・提案ＬＥＤ照明リスト及び省エネ試算表（様式第６号の１、６号 

の２） 

※ケは市ホームページには掲載せず、参加資格があると認めた者に個別に配布す

る。 

 

５ 質疑及び回答 

 (1) 受付期間 

    令和８年２月２０日（金）から令和８年２月２６日（木）午後５時まで 

 (2) 提出先 

豊川市産業環境部環境課 

 (3) 提出方法 

電子メールのみとする。（メールアドレス kankyo@city.toyokawa.lg.jp） 

メールの件名は、次による。 

【会社名】豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業 質問書 

※様式は任意とするが、資料名・該当ページを明記した上で質問事項が明確に分

かるようにすること。また、送受信の確認として執務時間中（午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで）に産業環境部環境課へ電話連絡すること。（電話番号０

５３３－８９－２１４１） 

 (4) 回答方法 

    全ての質問とその回答は、質問者の名前を伏せて、令和８年３月１０日（火）

までに豊川市ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答内容が質問者の具

体的な提案内容に密接に関わると判断したものについては、質問者のみに回答す

るものとする。 

 

６ 参加表明書の提出 

 (1) 提出書類  

  参加表明書（様式第１号）及びそれに記載のある添付書類 

 (2) 提出期限 

   令和８年３月１３日（金）午後５時必着 

 (3) 提出先 

    豊川市産業環境部環境課 

 (4) 提出方法 

電子メールのみとする。（メールアドレス kankyo@city.toyokawa.lg.jp） 

メールの件名は、次による。 

【会社名】豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業 参加表明書 

   ※ＰＤＦ形式で提出すること。また、送受信の確認として執務時間中（午前８時

３０分から午後５時１５分まで）に産業環境部環境課に電話連絡すること。（電

話番号０５３３－８９－２１４１） 

※電子メールの受信可能容量は１通あたり約２０ＭＢのため、必要に応じて オ 

ンラインストレージサービスでの提出も可とするが、データサイズはなるべく小さく

すること。 
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 (5) 記載上の留意事項 

ア 参加しようとする者は、リース事業者を含めた単体及び複数の企業共同体と

し、役割構成表（様式第２号）には参加表明時に想定する下請け事業者も記載

すること。 

また、各構成員が以下の役割を分担するものとする。 

・リース役割（構成員代表） 契約等諸手続きを行い事業遂行全般の責を負う 

・調査・設計役割 調査、設計業務を実施する 

・施工役割    工事に関する業務全般を実施する 

・その他の役割  上記以外の役割 ※必要な場合 

応募者はリース役割者とする。なお、リース役割以外の各役割は、一者でなく

複数の構成も可とする。また、役割を兼ねることも可とする。なお、役割構成表

（様式第２号）に記載する構成員の間で締結した（下請け事業者も含め）契約書

又は覚書等（任意様式）は、令和８年４月２４日（金）までに提出すること。 

  イ 豊川市での競争入札参加資格について、令和８・９年度入札参加資格の登録済

であること（上記３参加資格（３）のとおり）。提案書提出者に選定された場合

であって、未登録である場合は、提案書提出期限（令和８年４月２４日(金））ま

でに登録を行うこと。また登録年月日（あるいは登録申請予定）を役割構成表

（様式第２号）に記載すること。 

  ウ 経営状況等（資本金、売上高、自己資本比率等）は、直近の決算書等の財務諸

表を添付し、資本金、売上高、自己資本比率の数値が明確に分かるように色付け

しておくこと。（リース役割のみ） 

  エ 賠償責任保険の加入のわかるものを添付すること（下請け事業者は不要）。 

  オ 公共施設ＬＥＤ照明設備設置業務の実績（自治体名、担当部署、業務名、実績

施設名、事業期間、契約金額）を過去５年分記載すること。（任意様式：下請け

事業者含む） 

  カ ISO14001等の取得状況のわかるものを添付すること。（単体、共同体構成員ご

と） ※下請け事業者は不要 

  キ 直近１年分の法人税、法人事業税の納税がわかるものを添付すること。（リー

ス役割のみ） 

  ク 暴力団などに該当しないことの誓約書及び同意書を添付すること。（様式第３

号の１、３号の２）（単体、共同体構成員ごと） ※下請け事業者は不要 

 

７ 説明会 

  説明会は開催しない。 

 

８ 提案書提出者の選定方法等、選定する概数及び選定基準 

 (1) 選定方法 

    参加表明書で提示された内容等により総合的に行う。 

(2) 選定するための基準 

別紙３「提案書提出者を選定するための基準」のとおり 

(3) 選定する概数 

    １０者(共同体を含む。)以下 

(4) 選定結果 

    参加表明書の提出者に令和８年３月２３日付で電子メールにて通知する。な

お、選定結果に異議を申し立てることはできない。また、選定結果に関する質問

には回答しない。 
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９ 提案書の提出 

 (1) 提案書の作成方法等 

       別紙「提案書作成要領」のとおり 

 (2) 提出期限 

令和８年４月２４日（金）午後５時必着 

 (3) 提出先 

豊川市産業環境部環境課 

(4) 提出方法 

電子メールのみとする。（メールアドレス kankyo@city.toyokawa.lg.jp） 

メールの件名は、次による。 

【会社名】豊川市公共施設照明設備ＬＥＤ化事業 提案書 

※ＰＤＦ形式で提出すること（別紙１「対象施設一覧表」及び既存照明・提案Ｌ

ＥＤ照明リスト及び省エネ試算表（様式第６号の１、６号の２）はエクセルファ

イル）。また、送受信の確認として執務時間中（午前８時３０分から午後５時１

５分まで）に産業環境部環境課に電話連絡すること。（電話番号０５３３－８９

－２１４１） 

※なお、電子メールの受信可能容量は１通あたり約２０ＭＢのため、必要に応じ

てオンラインストレージサービスやＣＤ－Ｒでの提出も可とするがデータサイズ

はなるべく小さくすること。 

 

10 受託候補者の特定及び特定結果の通知 

(1) 審査 

提出された提案書を評価基準に基づいて書類審査及びプレゼンテーション・ヒ 

アリングを実施する。 

※１者３０分程度（プレゼンテーションの準備及びヒアリングを含む。ヒアリ 

ングは１５分以上を確保すること。） 

ア 審査実施日 

    令和８年５月１１日（月）選定作業部会審査（１次審査） 

    令和８年５月２１日（木）選定委員会審査（２次審査） 

    ※１次審査で合格した者が２次審査に進める。 

  イ 実施場所 

    豊川市防災センター １階 市民研修室 

    （豊川市諏訪１丁目１番地 豊川市役所敷地内） 

(2) 審査の流れ 

提案の審査にあたっては、次のとおり。 

ア ５月１１日（月）の選定作業部会審査（１次審査）において、プレゼンテーシ

ョン及びヒアリング審査・評価を実施し、上位３者以内を選定委員会（２次審

査）で審査・評価を実施する。 

イ プレゼンテーションの出席者は４名以内とする。 

ウ プレゼンテーションは、事前に提出した提案書を用いて行うこと。パソコン及 

びプロジェクターの使用も可とするが、プロジェクター及びスクリーン、電源以 

外は提案書提出者で用意すること。 

エ 審査の結果、審査員の合計評価点が最も高い提案をした提案者を事業契約に向

けての受託候補者とする。また次点を次の受託候補者とする。なお、合計評価点

が同点の場合は、リース支払総額が低い提案者を受託候補者とする。 
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(3) 失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

ア 提案書提出期限を過ぎても提案書類が提出されない場合 

イ プレゼンテーション及びヒアリングに参加しない場合 

ウ 本実施要領等の定める手続きを遵守しない場合 

エ リース支払総額が提案上限金額を超える場合 

オ 提案書類に虚偽の記載があった場合 

カ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

キ 参加資格等に違反すると認められる場合 

(4) 受託候補者を特定するための評価基準 

   別紙４「受託候補者を特定するための評価基準」のとおり 

(5) 特定結果の通知 

  ア 特定結果は、提案書提出者にメールで通知し、ホームページで公表する。 

  イ 特定結果に対して異議を申し立てることはできない。 

  ウ 特定結果に関する質問には回答をしない。 

エ 受託候補者として特定された者が契約締結までに「３参加資格（提案書提出者

に要求する資格）」に記載した要件のいずれかを満たさなくなった場合、その他

事故等の特別な理由により契約が不可能となった場合は、次点の者から順に繰り

上がるものとする。 

 

11 募集から契約締結までのスケジュール 

 項 目 日 程 

１ 説明書等の公表（HP に掲載） 2月20日（金） 

２ 説明書等に関する質問の受付 2月20日（金）～2月26日（木） 

３ 質問回答 3月10日（火） 

４ 参加表明書の提出期限 3月13日（金） 

５ 選定結果、提案書の提出要請の通知 3月23日（月） 

６ 提案書の提出期限 4月24日（金） 

７ プレゼンテーション及びヒアリング審査・評

価 選定作業部会 （１次審査） 

5月11日（月） 

８ 選定委員会 （２次審査） 5月21日（木） 

９ 特定結果の通知 5月22日（金） 

１０ 契約用の見積書提出 5月25日（月） 

１１ 賃貸借仮契約の締結 5月下旬 

１２ 市議会議決後、本契約 6月下旬 

 

12 事業実施に関する事項 

(1) 誠実な業務遂行 

ア 事業者は、説明書、仕様書及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を 

遂行すること。 

イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、市と事業者の両者で誠意をもって

協議することとする。 

(2) 市と事業者との責任分担 

ア 基本的な考え 

提案が達成しないことによる損失は、原則として事業者が負担する。ただし、

天災などの事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うもの



7 

 

とする。  

イ 予測されるリスクと責任分担については、原則として仕様書別表の「予想され

るリスクと責任分担」（以下｢分担表｣という。）によることとし、提案者は負担す

べきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない

事項が発生した場合には、別途協議のうえ対応するものとする。 

ウ 契約の締結が困難となった場合における措置 

① 受託候補者の責により契約できない場合は、市は受託候補者に対しそれまで 

に要した費用を請求することができるものとする。 

② 契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書におい 

て定めるものとする。 

 

13 その他の留意事項 

(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案書の提出者に選定さ 

れなかった通知を受けた場合は、提案書を提出することができないものとする。 

 (2) 参加表明書及び提案書の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

 (3) 参加表明書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び提案書を

無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあ

る。 

 (4) 提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。 

 (5) 提出された参加表明書及び提案書は、提案書提出者の選定及び受託候補者の特

定以外には提出者に無断で使用しない。 

 (6) 提出期限以降における参加表明書又は提案書の差替え及び再提出は認めない。  

 (7) 提出された参加表明書、提案書及び審査結果について情報開示請求があった場 

合は、豊川市情報公開条例に基づき開示する。 

 (8)  選考結果の通知後、見積書を提出し仮契約を締結する。また、各グループの調 

査・設計完了後に協議書を交わすこととする。 

 (9)   一宮浄水場、御馬浄水場、長沢水源は、企業会計事業に該当するため別に契 

   約締結するものとする。 

 

14 問合せ先及び各種書類の提出先 

豊川市産業環境部環境課環境政策係 

メールアドレス ： kankyo@city.toyokawa.lg.jp 

   電 話 番 号 ： ０５３３－８９－２１４１ 

 

 

 


